
 

  

 

 

要
件
事
項 

＜ＡＩＲ-ＮＡＣＣＳ/ＳＥＡ-ＮＡＣＣＳ共通＞ 

添付書類提出が必要な申告の添付ファイルをＮＡＣＣＳ業務で登録可能とする。 

添付ファイル情報の訂正・削除を可能とし、登録された添付ファイルは一定期間ＮＡＣＣＳに原本保存す

る。 

機
能
概
要 

＜変更前仕様＞ 

通関関係書類の電子データでの提出は不可。 

＜変更後仕様＞ 

ＮＡＣＣＳ業務による通関関係書類の提出を可能とする。 

①申告添付書類の登録・変更・照会を行う業務を新設する。 

②申告にかかる添付ファイルの管理情報を新規追加する。 

③登録された添付ファイルをＮＡＣＣＳに保存する。 

 

 

１． 変更内容 

（１） オンライン業務の変更（新規） 

 （Ａ）「申告添付登録（ＭＳＸ）」業務 

     申告等番号ごとに添付ファイルの登録を行う。本業務にて登録された情報は添付ファイル管理ＤＢ（新

規）で管理し、後続業務で添付ファイル情報の呼出し・削除・照会を可能とする。 

 

   （ａ）添付ファイル登録条件 

    ①対象手続き 

本業務にて添付ファイルが提出可能な申告手続きは、以下の通りとする。 

 

  申告手続き 

1 

輸

入 

輸入申告（ＩＤＣ／ＳＷＣ）＊１ 

2 輸入マニフェスト通関申告（ＭＩＣ） 

3 機用品蔵入承認申請（ＣＴＣ） 

4 石油製品等移出（総保出）輸入申告（ＭＷＣ） 

5 本船・ふ中扱い承認申請（輸入）（ＨＦＣ） 

6 

輸

出 

輸出申告（ＥＤＣ）＊２ 

7 輸出マニフェスト通関申告（ＭＥＣ） 

8 別送品輸出申告（ＵＥＣ） 

9 本船・ふ中扱い承認申請（輸出）（ＨＦＣ） 

10 輸出許可内容変更申請（ＥＡＣ） 

11 
輸出許可内容変更申請（積込港一括変更） 

（ＥＡＭ０１） 

12 
輸出マニフェスト通関申告許可内容変更申請

（ＭＡＦ） 

13 別送品輸出許可内容変更申請（ＵＡＣ） 

（）はＮＡＣＣＳにおける業務コード 
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（＊１）以下の手続きを対象とし、一括特例申告は対象外とする。 

申告等種別 手続き名 申告等種別 手続き名 

Ｃ 輸入申告（申告納税） Ｍ 移入承認申請 

Ｆ 輸入申告（賦課課税） Ａ 総保入承認申請 

Ｙ 輸入申告（少額関税無税） Ｇ 展示等申告 

Ｈ 輸入（引取）申告 Ｋ 蔵出輸入申告（申告納税） 

Ｎ 特例委託輸入（引取）申告 Ｄ 蔵出輸入申告（賦課課税） 

Ｊ 輸入（引取・特例）申告 Ｕ 移出輸入申告（申告納税） 

Ｐ 特例委託輸入（引取・特例）申告 Ｌ 移出輸入申告（賦課課税） 

Ｔ 特例申告 Ｂ 総保出輸入申告（申告納税） 

Ｖ 特例委託特例申告 Ｅ 総保出輸入申告（賦課課税） 

Ｓ 蔵入承認申請   

 

（＊２）以下の手続きを対象とする。 

申告等種別 手続き名 申告等種別 手続き名 

Ｅ 輸出申告 Ｍ 特定製造貨物輸出申告 

Ｒ 積戻し申告 Ｔ 特定輸出申告 

Ｎ 特定委託輸出申告 Ｇ 展示等積戻し申告 

 

  ②１業務あたりの添付可能ファイル 

   １業務に添付可能なファイル数及びファイル容量は以下の通りとする。 

    ・最大添付ファイル数：１０件 

・最大ファイル容量（合計）：３ＭＢ 

 

（ｂ）入力条件 

①入力者が各申告情報に登録されている事項登録者、申告者または許可後変更事項登録者と同

じであること。 

②入力された申告等番号について、本業務が実施されていないこと。 

③申告等番号にかかる申告情報が各申告情報に存在すること。 

④申告等番号にかかる申告情報が申告変更、撤回、手作業移行されて無効となっていないこと。 

⑤添付ファイルが１件以上存在していること。 

⑥入力された添付書類区分がＮＡＣＣＳに存在していること。 

⑦輸入申告等の審査区分が「簡易審査扱い」以外の場合は、審査終了（予備申告に係る審査終

了を除く。）がされていないこと。 

⑧輸入申告等の審査区分が「簡易審査扱い」の場合は、通関関係書類の提出要と判定されてい

ること。 

⑨輸出等申告の審査区分が「簡易審査扱い」以外の場合は、輸出等許可がされていないこと。 

⑩輸出等申告の審査区分が「簡易審査扱い」の場合は、通関関係書類の提出要と判定されてい

ること。 

 

（ｃ）処理内容 

  ①１登録ごとに「添付番号」を払い出し、添付ファイルごとに「ファイル通番」を払い出す。 

②入力された「申告等番号」にかかる申告情報及び添付ファイル情報は、添付ファイル管理Ｄ

Ｂに登録する。 

③添付ファイルの提出官署・部門は申告の宛先官署・部門とし、各申告情報より補完する。 

④申告（予備申告含む）済みの場合は、新規帳票「添付情報通知情報」を税関に出力する。 

 なお、事項登録済み申告未済の場合は、申告時に新規帳票を同宛先に出力する。 

⑤輸出許可後変更申請後に、本業務が実施された場合は、変更時の宛先税関に「添付情報通知」
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を出力する。 

⑥登録された添付ファイルはＮＡＣＣＳ(登録用)に一定期間保存され、原本保存対象（ＮＡ 

ＣＣＳ(原本用)に登録される）となる。 

 

 （Ｂ）「申告添付訂正呼出し（ＭＳＹ）」業務 

     ＭＳＸ業務にて登録または「申告添付訂正（ＭＳＹ０１）」業務（後述）で追加された添付ファイル

情報を呼び出す。ただし、ＭＳＹ０１業務で削除された添付ファイル情報については呼出し対象外とす

る。 

 

（ａ）入力条件 

  ①入力者が添付ファイル管理ＤＢに登録されている事項登録者、申告者または許可後変更事項登録者

と同じであること。 

  ②入力された申告等番号が添付ファイル管理ＤＢに存在していること。 

③申告等番号にかかる申告情報が申告変更、撤回、手作業移行されて無効となっていないこと。 

   

（ｂ）処理内容 

  添付ファイル管理ＤＢより申告添付訂正情報の呼出しを行う。 

 

 （Ｃ）「申告添付訂正（ＭＳＹ０１）」業務 

     ＭＳＸ業務にて登録またはＭＳＹ０１業務で追加された添付ファイルの追加・削除、及び提出区分の

訂正を行う。 

     

（ａ）添付ファイルの追加 

   ＭＳＸ業務にて添付ファイル登録済みの申告に対して、添付ファイルの追加登録を行う。 

  ①１業務あたりの添付可能ファイル 

   １業務で添付可能なファイル数及びファイル容量は以下の通りとする。 

   ・最大添付ファイル数：１０件 

・最大ファイル容量（合計）：３ＭＢ 

②１申告あたりの登録可能ファイル（合計） 

   １申告に対して登録可能なファイル数及びファイル容量の合計は以下の通りとする。 

   ・最大添付ファイル数：５０件（既に登録及び削除されて、無効となったファイルを含む。） 

・最大ファイル容量（合計）：３ＭＢ（既に登録及び削除されて、無効となったファイルを

含む。） 

※輸出許可内容変更申請等が行われた場合であっても、最大添付ファイル数及び最大ファイ

ル容量の上限に変更はない。（当初許可分を含め、最大５０件、３ＭＢとする。） 

      

（ｂ）添付ファイルの削除 

ＭＳＸ業務にて登録した添付ファイルを削除する場合は、対象ファイルの「削除対象欄」に削除の

旨を登録する。 

 

（ｃ）提出区分の訂正 

提出区分を「窓口提出」に変更する。「窓口提出」に変更された場合は、既に登録済みの全ファイ

ルを削除し、原本保存対象外とする。 

提出区分の変更は一度のみ実施可能とする。「窓口提出」に変更された以降、「システム提出」に

変更することはできない。 

 

（ｄ）入力条件 

①入力者が添付ファイル管理ＤＢに登録されている事項登録者、申告者または許可後変更事項登録者

と同じであること。 

②入力された申告等番号及び添付番号が添付ファイル管理ＤＢに存在していること。 

③申告等番号にかかる申告情報が申告変更、撤回、手作業移行されて無効となっていないこと。 

④本業務で払い出す「添付番号」の枝番が、９以下であること。 

⑤「追加」の場合は、添付ファイルが１件以上存在していること。 

⑥入力された添付書類区分が存在していること。 

⑦輸入申告等の審査区分が「簡易審査扱い」以外の場合は、審査終了（予備申告に係る審査終
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了を除く。）がされていないこと。 

⑧輸入申告等の審査区分が「簡易審査扱い」の場合は、通関関係書類の提出要と判定されてい

ること。 

⑨輸出等申告の審査区分が「簡易審査扱い」以外の場合は、輸出等許可がされていないこと。 

⑩輸出等申告の審査区分が「簡易審査扱い」の場合は、通関関係書類の提出要と判定されてい

ること。 

 

（ｅ）処理内容 

①添付ファイルが「追加」された場合は、「添付番号」の枝番（添付番号の下一桁）を上げる。 

②申告（予備申告含む）済みの場合は、新規帳票「添付情報通知情報」を税関に出力する。 

なお、事項登録済み申告未済の場合は、申告時に新規帳票を同宛先に出力する。 

③輸出許可後変更申請後に、本業務が実施された場合は、変更時の宛先税関に「添付情報通知」

を出力する。 

④「追加」で登録された添付ファイルはＮＡＣＣＳに一定期間保存され、原本保存対象（ＮＡＣＣＳ

（原本用）に登録される）となる。 

⑤「削除」で登録された添付ファイルについては、ＮＡＣＣＳ（登録用）に一定期間保存され、原本

保存対象（ＮＡＣＣＳ（原本用）に登録される）となる。ただし、提出区分が「窓口提出」に変更さ

れた場合は、原本保存対象外とする。 

 

 （Ｄ）「申告添付一覧照会（ＩＭＳ）」業務 

入力された申告等番号にかかる添付ファイル情報を照会する。 

 

（ａ）入力条件 

  ①入力者が税関以外の場合は、以下の利用者であること。 

   ・添付ファイル管理ＤＢに登録されている事項登録者、申告者または許可後変更事項登録者と同じ

であること。 

   ・照会可能な利用者であること。 

  ②入力された申告等番号が添付ファイル管理ＤＢに存在していること。 

③申告等番号にかかる申告情報が申告変更、撤回、手作業移行されて無効となっていないこと。 

   

（ｂ）処理内容 

     添付ファイル照会情報として、以下の項目を出力する。 

・申告等番号 

・宛先官署 

・宛先部門 

・提出区分 

・申告年月日 

・許可承認年月日 

・許可内容変更承認年月日 

・通信欄 

・貨物管理番号 

・残登録可能ファイルサイズ 

・添付ファイル通番 

・ファイル名 

・ファイルサイズ 

・書類区分 

・登録年月日 

・登録時分 

・削除表示 
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（２） オンライン業務の変更（既存） 

 （Ａ）申告業務の変更 

           申告（予備申告含む）前にＭＳＸ業務が実施された場合は、申告時に以下の業務にて各申告情報に登

録された情報で添付ファイル管理ＤＢの情報を更新する。 

 

  対象業務 

1 「輸入申告（ＩＤＣ[１ＩＤ、３ＩＤ、１ＤＡ]）」業務 

2 「輸入マニフェスト通関申告（ＭＩＣ[１ＭＩ、３ＭＩ]）」業務 

3 「機用品蔵入承認申請（ＣＴＣ）」業務 

4 「石油製品等移出（総保出）輸入申告（ＭＷＣ）」業務 

5 「シングルウィンドウ輸入申告（ＳＷＣ[１ＳＷ]）」業務 

6 「輸出申告（ＥＤＣ[１ＥＤ、３ＥＤ]）」業務 

7 「輸出マニフェスト通関申告（ＭＥＣ[１ＭＥ、３ＭＥ]）」業務 

8 「別送品輸出申告（ＵＥＣ[１ＵＥ、３ＵＥ]）」業務 

[]は多数件業務 

処理内容 

①添付ファイル管理ＤＢの以下の項目を更新する。 

・削除可能記号 

・削除可能年月日 

・申告年月日 

・審査区分 

※即時許可・承認となった場合は、以下の項目を更新する。 

・許可年月日 

②新規帳票「添付情報通知」を税関に出力する。 

 

（Ｂ）申告変更業務の変更 

    ＭＳＸ業務後に以下の業務で申告変更された場合は、添付ファイル管理ＤＢの情報を更新する。 

 

  対象業務 

1 「輸入申告変更事項登録（ＩＤＡ０１）」業務＊２ 

2 「輸入申告変更（ＩＤＥ）」業務 

3 「輸入マニフェスト通関申告変更（ＭＩＥ）」業務 

4 「機用品蔵入承認申請変更事項登録（ＣＴＡ０１）」業務 

5 「機用品蔵入承認申請変更（ＣＴＥ）」業務 

6 「石油製品等移出（総保出）輸入申告変更事項登録（ＭＷＡ０１）」業務 

7 「石油製品等移出（総保出）輸入申告変更（ＭＷＥ）」業務 

8 「輸出申告変更事項登録（ＥＤＡ０１）」業務 

9 「輸出申告変更（ＥＤＥ）」業務 

10 「別送品輸出申告変更事項登録（ＵＥＡ０１）」業務 

11 「別送品輸出申告変更（ＵＥＥ）」業務 

12 「輸出マニフェスト通関申告変更（ＭＥＥ）」業務 

13 「本船・ふ中扱い承認申請変更（ＨＦＥ）」業務 

 

（＊２）特例申告及び特例委託特例申告を含む。 

 

処理内容 

①添付ファイル管理ＤＢの以下の項目を更新する。 

・申告等番号枝番 

・削除可能記号 

・削除可能年月日 

②審査区分が「簡易審査扱い」から「簡易審査扱い」以外に変更となった場合は、新規帳票「添

付情報通知」を税関に出力する。 

 

 

 
5



 

  

 

 

（Ｃ）特例申告受理業務の変更 

    ＭＳＸ業務後に以下の業務で特例申告受理の登録がされた場合は、添付ファイル管理ＤＢの情報を更

新する。 

 

  対象業務 

1 「輸入申告変更（ＩＤＥ）」業務 

 

処理内容 

①添付ファイル管理ＤＢの以下の項目を更新する。 

・削除可能記号 

・削除可能年月日 

・特例申告受理日 

 

（Ｄ）許可内容変更申請事項登録業務の変更 

    ＭＳＸ業務後に以下の業務で許可内容変更申請事項登録がされた場合は、添付ファイル管理ＤＢの情

報を更新する。 

 

  対象業務 

1 「輸出許可内容変更申請事項登録（ＥＡＡ）」業務 ※Ｓｅａ－ＮＡＣＣＳのみ 

2 
「別送品輸出許可内容変更申請事項登録（ＵＡＡ）」業務 ※Ｓｅａ－ＮＡＣＣＳの

み 

 

処理内容 

①添付ファイル管理ＤＢの以下の項目を更新する。 

・削除可能記号 

・削除可能年月日 

 

（Ｅ）許可内容変更申請業務の変更 

    ＭＳＸ業務後に以下の業務で許可内容変更申請された場合は、添付ファイル管理ＤＢの情報を更新す

る。 

 

  対象業務 

1 「輸出許可内容変更申請（ＥＡＣ）」業務  

2 「輸出マニフェスト通関申告許可内容変更申請（ＭＡＦ）」業務 

3 「別送品輸出許可内容変更申請（ＵＡＣ）」業務 

4 
「輸出許可内容変更申請（積込港一括変更）（ＥＡＭ０１[１ＥＡ／１ＭＡ／１ＵＡ]）」

業務  

[]は多数件業務 

 

処理内容 

添付ファイル管理ＤＢの以下の項目を更新する。 

・削除可能記号 

・削除可能年月日 

・申告等番号枝番 

・許可後変更年月日（各申告ＤＢより取得） 

・許可後変更審査区分 
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（Ｆ）申告撤回業務の変更 

    申告撤回、手作業移行された場合は、添付ファイル管理ＤＢに登録された申告情報を無効にする。 

 

処理内容 

①添付ファイル管理ＤＢの以下の項目を更新する。 

 ・原本対象表示 

 ・削除可能記号 

 ・削除可能年月日 

②撤回・手作業移行された申告情報に係る添付ファイル情報は、呼出し及び訂正・削除は不可とする。 

③申告情報に係る添付ファイル情報は一定期間後に管理ＤＢより削除し、原本保存対象外とする。 

 

（Ｇ）一括特例申告事項登録業務の変更 

    ＭＳＸ業務後に以下の業務で一括特例申告事項登録が実施された場合は、添付ファイル管理ＤＢに登

録された申告情報を無効にする。 

 

  対象業務 

1 「一括特例申告事項登録（ＴＫＡ０１）」業務 

 

処理内容 

①添付ファイル管理ＤＢの以下の項目を更新する。 

 ・原本対象表示 

 ・削除可能記号 

 ・削除可能年月日 

②一括特例申告事項登録業務が行われた輸入（引取）申告（特例委託輸入（引取）申告を含む。）情

報に係る添付ファイル情報は、呼出し及び訂正・削除は不可とする。 

③申告情報に係る添付ファイル情報は一定期間後に管理ＤＢより削除し、原本保存対象外とする。 

 

（Ｈ）官署変更業務の変更 

添付ファイルが登録されている申告について、官署変更に伴い、以下の業務で撤回、再申告されてい

る場合は、旧申告情報に係る添付ファイルを新申告情報に引き継ぎ、新申告等番号での添付ファイルの

再登録を不要とするよう変更する。 

 

  対象業務 

1 「輸出申告変更（官署変更）（ＥＤＹ）」業務 

2 「輸出マニフェスト通関申告変更（官署変更）（ＭＥＹ）」業務 

3 「別送品輸出申告変更（官署変更）（ＵＥＹ）」業務 

4 「輸入申告変更（ＡＥＯ通関業者用官署変更）（ＩＤＸ）」業務 

5 「輸入マニフェスト通関申告変更（ＡＥＯ通関業者用官署変更）（ＭＩＸ）」業務 

6 「輸出申告変更（ＡＥＯ通関業者用官署変更）（ＥＤＸ）」業務 

7 「輸出マニフェスト通関申告変更（ＡＥＯ通関業者用官署変更）（ＭＥＸ）」業務 

 

  処理内容 

  添付ファイルが登録されている場合に、以下の処理を行うよう変更する。 

①撤回された旧申告情報の添付ファイルを新申告情報の添付ファイルとして登録する。（ＭＳＸ業務 

での再登録は不可） 

②撤回された旧申告情報については、ＭＳＹ業務、ＩＭＳ業務を実施不可とする。 

③撤回された旧申告情報については、一定期間後に削除し、原本保存対象外となる。 
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（Ｉ）事項登録業務の変更 

    ＭＳＸ業務後に以下の業務が実施された場合は、添付ファイル管理ＤＢの情報を更新する。 

 

  対象業務 

1 「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務 

2 「機用品蔵入承認申請事項登録（ＣＴＡ）」業務 

3 「石油製品等移出（総保出）輸入申告事項登録（ＭＷＡ）」業務 

4 「輸出申告事項登録（ＥＤＡ）」業務 

5 「別送品輸出申告事項登録（ＵＥＡ）」業務 

 

処理内容 

添付ファイル管理ＤＢの以下の項目を更新する。 

・削除可能記号 

・削除可能年月日 

・宛先官署コード／部門コード 

・事項登録者コード／申告予定者コード 

 

 

（Ｊ）その他業務の変更 

    ＭＳＸ業務後に以下の業務が実施された場合は、添付ファイル管理ＤＢの情報を更新し、輸入申告情

報との同期をとる。 

 

  対象業務 

1 「機用品在庫管理情報登録（蔵入承認単位）（ＣＩＡ０１）」業務 

2 「搬入確認登録（保税運送貨物）（ＢＩＡ）」業務 

 

処理内容 

添付ファイル管理ＤＢの以下の項目を更新する。 

・削除可能記号 

・削除可能年月日 

 

（３）添付ファイル原本保存処理 

以下の情報について、添付ファイル管理ＤＢより削除対象となった添付ファイル情報をＮＡＣＣＳ（原

本用）へ保存する。 

 

処理概要 

①許可・承認または許可内容変更申請が承認された添付ファイル情報を保存対象とする。 

②ＭＳＹ０１業務にて削除対象となった添付ファイル情報も保存対象とし、許可時の申告等番号（枝

番含む）とともに原本保存する。 

③申告変更によって枝番が払い出されている旧番号の情報についても保存対象とし、許可時の申告等

番号（枝番含む）とともに原本保存する。 

④輸出申告における許可後申告変更によって、枝番が変更となった申告情報に登録された添付ファイ

ル情報については、許可時の申告等番号（枝番含む）とともに原本保存する。 

⑤保存年数は許可・承認された日から一定期間（下記表参照）とする。 

⑥保存年数の起算日は許可・承認された日（許可年月日）とし、許可後申告変更が行われた申告情報

に登録された添付ファイルについても、許可・承認された日（許可年月日）から一定期間保存する。 

⑦保存された原本情報は一定期間（下記表参照）ＮＡＣＣＳ（原本用）に保存する。 

⑧保存後、一定期間（下記表参照）を経過した添付ファイル情報はＮＡＣＣＳ（原本用）より削除す

る。 
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  申告手続き 保存期間 

1 

輸入 

輸入申告（ＩＤＣ／ＳＷＣ） ７年 

2 輸入マニフェスト通関申告（ＭＩＣ） ７年 

3 機用品蔵入承認申請（ＣＴＣ） ７年 

4 石油製品等移出（総保出）輸入申告（ＭＷＣ） ７年 

5 

輸出 

輸出申告（ＥＤＣ） ５年 

6 輸出マニフェスト通関申告（ＭＥＣ） ５年 

7 別送品輸出申告（ＵＥＣ） ３年 

8 輸出入 本船・ふ中扱い承認申請（輸出・輸入）（ＨＦＣ） ５年 

 

 

（４）パッケージソフトの変更 

（Ａ）添付ファイルの［区分］の入力欄 

以下の業務の入力画面の添付ファイル入力欄に、［書類区分］の入力欄を追加する。 

・「申告添付登録（ＭＳＸ）」業務 

・「申告添付訂正（ＭＳＹ０１）」業務 

 

（ａ）申告添付登録（ＭＳＸ）の画面イメージ 

 

 

（ｂ）添付ファイルの入力チェック 

既存の入力チェック＊３に加え、以下のチェックを行う。 

①ファイル名が以下のいずれかの文字であること。 

・半角英数字（小文字可） 

・ハイフン（半角） 

・アンダーバー（半角） 

・ピリオド（拡張子のみ） 

③ファイル名が５０バイト以内（拡張子含む）であること。 

④ファイル名が重複しないこと。（最大１０ファイル） 

⑤ファイル名に対しての［書類区分］が入力されていること。 
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(＊３)既存の入力チェックは以下のとおり 

・拡張子が以下のいずれかであること 

“txt“、“csv“、“doc“、“xls“、“jpg“、“bmp“、“tif“、“pdf“、“xml“、 

”docx” 、”xlsx”、“jpeg“、“gif“、“tiff” 

・１業務あたりの添付可能ファイルが最大１０ファイルまでで、全ファイルのサイズ合計が３ＭＢ

を超えないこと 

 

 

２．特記事項 

（１）新規業務及び出力情報コードの追加に伴い、ＥＤＩ仕様書の修正を行う。 

(２) 利用者による端末ダウンロードが必要となる。 

 

 

３．リリース予定日 

平成２５年１０月１３日 
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